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※応募に際し、お知らせいただきました個人情報は適正に管理します。

お知らせ

募集や案内など、さまざまな
お知らせをお届けします。

子育て支援センター　
　　　　　　３２－０１９２

町役場各部署直通電話番号

総　務　課　３２－６７００

企画政策課　３２－６７０１

税　務　課　３２－６７０２

住民安全課　３２－６７０３

健康福祉課　３２－６７０４

商工観光課　３２－６７０５

農林水産課　３２－６７０６

土木建築課　３２－６７０７

学校教育課　３２－６７０８

生涯学習課　３２－６７０９

出　納　室　３２－６７１０

議会事務局　３２－６７１１

上下水道課　３２－１３４１

はあとぴあ　３２－３１１１

中央公民館　３２－１２１２

町立図書館　３２－００８３

丹生診療所　３９－１３０１

東部診療所　３７－２９１１

総合体育館　３２－３２００

エコクル美方　 ４５－２３００

町各施設電話番号

募集作品

応募方法

結果発表

賞･賞品

応募先

美浜を楽しむ散策会(吟行会)

「美浜を詠う」
短歌コンクール

作品募集

あなたの眼に映った美浜の短歌
※作品は本人が創作した未発表のものに限ります。

□ ホームページ

　審査結果は、平成23年3月に入賞者へ直接通知します。平
成23年3月末頃に、優秀作品を掲載した作品集を応募者にお
送りします。

　はがき・FAX・メールで受け付けます。応募点数の制限は
ありません。但し、はがき1枚につき1作品とします。応募
の際には、作品と氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番
号、性別、年齢(学生の場合は学校名と学年)を明記の上、ご
応募ください。
※ご連絡いただければ、募集要項をお送りします。

美浜町長賞 賞状･楯･特産品 1人

美浜町議会議長賞 賞状･特産品 1人

美浜町教育委員長賞 賞状･特産品 1人

美浜町教育長賞 賞状･特産品 1人

美浜町文化協会長賞 賞状･特産品 1人

美浜を詠う実行委員会長賞 賞状･特産品 1人

佳 作 賞 状 若干名

※作品をご応募いただいた方に、抽選で美浜の特産品を贈呈します。

  美浜の四季、海や山、湖、空、人、祭、名所、名物…

あなたの眼に映った美浜を五・七・五・七・七の短歌で表現

してください。

検 索福井県美浜町

□ はがき　〒919-1192　三方郡美浜町郷市25‐25
　　　　　「美浜を詠う短歌コンクール」係
□ F A X　 0770-32-9032

□ メールアドレス  tanka@town.fukui-mihama.lg.jp

※応募作品に発生するすべての権利は、主催者に帰属するものと
　させていただきます。

第五回

11月30日(火) 
消印有効

応募締切

   日時：10月2日(土) 午後1時30分～午後4時30分
　内容：弘法大師堂周辺散策、久音寺での写経･写仏体験

若狭国吉城歴史資料館　
　　　　　　３２－００５０※お問い合わせ先　町生涯学習課(担当・田辺) ☎32－6709
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氏　名
(会長)武長 章朗 (佐柿)

金田 義昭 (山上)

久崎 丈夫 (早瀬)

渡辺 純造 (早瀬)

塩野 　清 (菅浜)

福田 洋一郎 (佐野)

高木　豊 (新庄)

中村 清一 (丹生)

馬野　優 (松原)

広瀬 正義 (久々子)

松坂　進 (郷市)

松井 隆治 (佐柿)

山口 哲男 (太田)

今川 一男 (早瀬)

今村 健治 (久々子)

馬野 昌幸 (佐野)

浅妻 和雄 (大藪)

松原 裕司 (丹生)

兼松 啓二 (佐柿)

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
安
全
課(

担
当
・
川
尻)

☎
32
‐
６
７
０
３

　

交
番
や
駐
在
所
は
私
た
ち
に
最
も

身
近
な
警
察
の
組
織
で
す
。
ま
た
、

地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安
全
と
平

穏
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
地
域
住

民
の
意
見
や
要
望
を
的
確
に
把
握
し

て
、
地
域
住
民
の
視
点
に
立
っ
た
活

動
を
幅
広
く
展
開
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

こ
の
た
め
、
地
域
住
民
と
交
番･
駐

在
所
職
員
で
連
絡
協
議
会
を
設
置
し
、

身
近
な
問
題
の
提
起
、
協
議
等
を
行
う

と
と
も
に
犯
罪
や
交
通
事
故
防
止
に
向

け
た
啓
発
活
動
を
一
緒
に
な
っ
て
行
っ

て
い
ま
す
。
安
全
、
安
心
な
ま
ち
づ
く

り
に
関
す
る
ご
意
見
や
要
望
等
が
あ
り

美
浜
交
番･

駐
在
所
連
絡
協
議
会
の

活
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

○
産
業
祭
で
の｢

振
り
込
め
詐
欺｣

防

止
に
向
け
た
チ
ラ
シ
と
反
射
材
付
マ

イ
バ
ッ
グ
の
配
布

○
1
月
10
日
の｢

１
１
０
番
の
日｣

に

あ
わ
せ
た
啓
発
チ
ラ
シ
の
配
布

○
年
末
の
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

□美浜交番 ･ 駐在所連絡協議会名簿 ( 敬称略 )

氏　名

田安 英志 (美浜交番)

笛吹 芳信 (美浜交番)

三田村 禎樹 (美浜交番)

大久保 雅章 (美浜交番)

北川 和聖 (美浜交番)

吉田 篤史 (美浜交番)

山川 勝 (丹生駐在所)

西野 英男 (早瀬駐在所)

□
昨
年
度
の
活
動

○
年
2
回
の
連
絡
協
議
会(

意
見
交
換)

ま
し
た
ら
、
次
の
協
議
会
員
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

↑チラシを配付し 110 番の正しい利用を
　呼びかける協議会員

　

人
権
擁
護
委
員
の
増
員
に
よ
り
、
7

月
1
日
付
け
で
、
法
務
大
臣
か
ら
新
た
に

和
多
田
美
千
子
氏(

金
山)

が
人
権
擁
護

委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人

権
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

監
視
し
、
も
し
も
侵
犯
さ
れ
た
場
合
に

は
、
そ
の
救
済
の
た
め
、
速
や
か
に
適
切

な
処
置
を
と
る
と
と
も
に
、
常
に
自
由
人

権
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
方
々
は
次
の
と
お
り

で
す
。

・ 

和
多
田　

美
千
子 

氏(

金
山)

〈
新
任
〉

☎
32
‐
１
６
２
５

・
杉
浦　

鷹
夫 

氏(

郷
市)☎

32
‐
０
５
５
８

・
熊
谷　

純
成 

氏(

佐
野)☎

32
‐
１
７
７
５

・
田
邉　

か
づ
子 

氏(

佐
田)

☎
38
‐
１
１
３
５

　

相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
堅
く
守
ら

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 人

権
擁
護
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た 

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
安
全
課(

担
当･

重
兼)　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
32
‐
６
７
０
３

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

試
験
の
実
施
に
つ
い
て

　

日
本
下
水
道
協
会
福
井
県
支
部
で
は
、

平
成
22
年
度
の｢

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
試
験｣

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
試
験
前
に
希
望
者
を
対
象
と
す

る
受
験
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
上
下
水
道
課(

担
当･

野
原)　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
32
‐
１
３
４
１

◇
日　

時　

11
月
11
日(

木)　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

◇
会　

場　

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス･

プ
ラ
ザ

◇
受
験
料　

５
，０
０
０
円

◇
申
込
み　

9
月
14
日(

火)

～
30
日(

木)

の
間
に
町
上
下
水
道
課
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
2
年
に
1
度
の
試
験
と
な
り
ま
す
の

で
、
平
成
23
年
度
は
実
施
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
日　

時　

10
月
7
日(

木)　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
3
時

◇
会　

場　

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス･

プ
ラ
ザ

◇
受
講
料　

２
，０
０
０
円

試 

験
講
習
会
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ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、｢

ふ
る
さ
と
を

応
援
し
た
い｣･｢
自
分
と
の
関
わ
り
が
深

い
地
域
に
貢
献
し
た
い｣

と
思
う
皆
様

が
、
出
身
地
等
の
自
治
体
に
寄
附
を
す
る

と
住
民
税
等
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

町
に
は
、
８
月
13
日
現
在
で
全
国
各
地

か
ら
82
件(

総
額
３
９
０
万
２
千
７
百
円)

の
寄
附
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
企
画
政
策
課(

担
当
・
三
田)  

☎
32
‐
６
７
０
１

パパの育児休業を応援します！ 

※お問い合わせ先　
　　福井労働局雇用均等室　　 ☎0776-22-3947
　　町商工観光課(担当･竹内)　☎32-6705

▼ママだけでなく、パパも育児休業を取る場合、休業可能期
　間が 1 歳 2 か月までに 2 か月延長されます。( 父母 1 人
　ずつが取得できる休業期間の上限は、1 年間です。)

▼パパが、ママの出産後 8 週間以内に育児休業を取得した場
　合、特例として育児休業の再取得が可能になります。

▼配偶者が専業主婦 ( 夫 ) やすでに育児休業中でも、育児休
　業を取得できます。

▼休業中は育児休業給付として、賃金の 50％が支給されま
　す ( 育児休業期間中、2 か月に 1 回支給されます )。

※今回の改正により、上記のほかに、子育て中の短時間勤務
制度及び、所定外労働 ( 残業 ) の免除の義務化、子どもの看護
休暇制度の拡充、介護休暇の新設等の変更があります。

　平成 22 年 6 月 30 日から、パパ ( 父親 ) の育児休業を応援
する改正育児 ･ 介護休業法がスタートしました。少子化の流
れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら、働き続ける
ことができる社会の実現のために、

2か月間は“パパの月”

～ パパになった皆さん、
　 まずは 2 か月、育児休業してみませんか？ ～

ふ
る
さ
と
納
税
の
申
し
出
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
大
切
な
お
金

は
、
町
の
発
展
の
た
め
有
効
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
美
浜
町
へ

の
応
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
県
を
通
じ
て
の
寄
附
に
つ
い
て

は
、｢

ゆ
う
ち
ょ
銀
行｣

か
ら
の
手
続
き･

納
付
も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

「子ども手当」の申請はお済みですか？

▼子ども手当とは
　中学校修了までの子どもを対象に 1 人あたり月額 13,000
円が支給されます。（支給月は 6 月、10 月、2 月です。）所
得制限はありませんので、保護者の所得に関係なく、原則す
べての方に支給されます。
※支給対象の子どもの年齢が、児童手当の ｢ 小学校修了まで ｣
から子ども手当では ｢ 中学校修了まで ｣ に拡充されました。

▼次の①～③のいずれかに該当する方が 4 月分からの手
当を受給するには 9 月 30 日までに申請が必要です。

※お問い合わせ先　
　町健康福祉課(担当・上光)
　　　☎32－6704

　平成 22 年 4 月 1 日に受給資格のある方は、9 月 30 日までに申請されると 4 月分からの手
当が支給されます。( ※ 10 月以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの支給になりますの
でご注意ください。)

①平成 22 年 3 月 31 日現在、児童手当を受給しておらず、
かつ 4 月に中学 2･3 年生になった子ども ( 平成 7 年 4 月 2
日～平成 9 年 4 月 1 日生まれ ) がいる場合　
　→ 認定請求が必要
②平成 22 年 3 月 31 日現在、児童手当を受給しており、か
つ 4 月に中学 2･3 年生になった子どもがいる場合　
　→ 額改定認定請求が必要
③平成 22 年 3 月 31 日現在、所得制限や未申請のため、児
童手当を受給していなかった場合　
　→ 認定請求が必要

▼新たに子どもが生まれた方や転
入された方、子どもと別居してい
る方も申請が必要です。
　平成 22 年 4 月 1 日以降、新たに
子どもが生まれた場合や転入された
方についても申請が必要です。
　また、単身赴任等の理由で子ども
と別居している場合でも支給されま
すので申請が必要です。

　　平成 22 年 3 月 31 日現在、児
　　童手当を受給しており、かつ
4 月に中学 2･3 年生になった子ど
もがいない場合は申請は不要です。
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○
育
児
講
座  

9
月
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

催
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　
　
　

 

☎
32
‐
０
１
９
２

　

● 

対
象　

町
内
の
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者

　

● 

内
容　

　
　

子
ど
も
の
歯
の
健
康
に
つ
い
て
の
話

　
  (

親
子
で
個
人
健
診
を
受
け
ら
れ
ま
す)

　

● 

日
時　

9
月
9
日(

木)

　
　
　
　

  

午
前
10
時
15
分
～
正
午

　

● 

申
込
期
間　

8
月
23
日(

月)

～

　
　
　
　
　

(
定
員
に
な
り
次
第
締
切)

　

● 

定
員　

子
ど
も
13
人

◆｢

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
講
習
会｣

　

● 

日
時　

9
月
17
日(

金)

　
　
　
　

  

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分

　

● 

対
象　

町
内
の
2
か
月
～
9
か
月
の

　
　
　
　

  

お
子
さ
ん
と
そ
の
保
護
者

　

● 

参
加
費　

２
０
０
円(

当
日
集
金)

○
お
は
な
し
の
じ
か
ん  

9
月
の
町
立
図
書
館
の

催
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
立
図
書
館　
　
　

 

☎
32
‐
０
０
８
３

　

● 

対
象　

3
歳
～
小
学
生　

　

● 

内
容　

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
折
り
紙

○
よ
り
み
ち 

え
ほ
ん
ひ
ろ
ば

　

● 

日
時　

9
月
16
日(

木)

　
　
　
　

  

午
後
4
時
～
4
時
30
分

　

● 

対
象　

3
歳
以
上
の
幼
児
及
び
保
護
者

　
　
　

(

保
育
園
帰
り
に
お
寄
り
く
だ
さ
い)

　

● 

日
時　

9
月
4
日(

土)

　
　
　
　

  

午
前
10
時
30
分
～
11
時
10
分

　

● 

参
加
費　

無
料

　

● 

内
容　
　

　
　

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、わ
ら
べ
う
た
、

　
　

折
り
紙

　

● 

参
加
費　

無
料

　

● 

会
場　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

● 

講
師　

塚
本　

由
美
子 

氏

　

● 
定
員　

子
ど
も
30
人

◆｢

歯
の
お
は
な
し｣  

　

● 

会
場　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

● 

内
容　

　
　

オ
イ
ル
を
使
い
、
赤
ち
ゃ
ん
の
素
肌

　
　

を
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
ま
す

　

● 

申
込
期
間　

9
月
1
日(

水)

～

　
　
　
　
　

(

定
員
に
な
り
次
第
締
切)

※
受
講
さ
れ
る
方
は
、
10
時
5
分
ま
で
に
受

付
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
講
さ
れ
る
方
は
、
1
時
20
分
ま
で
に
受

付
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

※
幼
児
は
保
護
者
同
伴
で
お
願
い
し
ま
す
。

職
場
復
帰
を
支
援
し
ま
す

　

嶺
南
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
で
は
、
う

つ
病
等｢

心
の
病｣

で
休
職
さ
れ
て
い
る

方
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
職
場
復
帰
で
き
る
よ

う
、
主
治
医
や
事
業
主
と
の
連
携
の
も
と

で
専
門
的
な
援
助(

リ
ワ
ー
ク
支
援)

を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
家
族
や
事
業
所
の
従
業
員
で
職
場
復

帰
を
目
指
し
て
い
る
方
が
い
る
場
合
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
相
談
日･

相
談
時
間　

　

毎
週
火
曜･

金
曜
日　

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
3
時
30
分

◇
場
所　

　

嶺
南
障
害
者
就
業･

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

ひ
び
き(
敦
賀
市
神
楽
町
1
丁
目
3ｰ

20)

◇
利
用
料　

無
料

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

福
井
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー 

☎
０
７
７
６
‐
25
‐
３
６
８
５

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

下
水
道
へ
の
接
続
は

お
済
み
で
す
か
？

　

下
水
道
は
、
家
庭
で
使
用
し
た
汚
水
を

処
理
し
、
浄
化
し
た
水
を
川
や
海
に
放
流

す
る
こ
と
で
悪
臭
や
害
虫･

伝
染
病
の
発

生
等
を
防
ぎ
、
美
し
い
自
然
環
境
を
保
つ

こ
と
を
目
的
に
整
備
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
町
の
公
共
下
水
道
供
用
開
始
区

域
に
お
け
る
水
洗
化
率
は
、
平
成
22
年
3

月
末
で
74
％
と
な
っ
て
お
り
、
未
接
続
の

家
庭
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
、

下
水
道
普
及
促
進
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
上
下
水
道
課(

担
当･

志
賀)  

☎
32
‐
１
３
４
１

9 月 10 日は
｢ 下水道の日 ｣ です！

下水道 地球を守る リサイクル ( 平成 21 年度下水道推進標語 )


